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米沢市立病院・三友堂病院新病院建設工事に関する技術協力業務特記仕様書 
 

 
 

本業務の施工予定者となった者は，三者協議会に出席し，本プロポーザル時において受

託者から提案され発注者により採用された技術提案及びＶＥ提案だけでなく，実施設計段

階における更なる技術的提案及び経済的提案を実施設計に反映させるため，以下の業務を

実施する。 

 
１ 業務名称 

米沢市立病院・三友堂病院新病院建設工事実施設計技術協力業務 
 

２ 業務委託料 

金 6,050,000 円（消費税額及び地方消費税の額を含む。） 
 

３ 履行期限 

技術協力業務委託契約締結日の翌日から工事請負契約日の前日まで 
 

４ 業務内容 

(1) 設計全般に対する技術検証 

受託者は，設計者が行う設計の内容に対して技術提案が適切に反映されていること を

確認する。また，技術提案以外の部分を含めて施工性の観点から設計の内容の確認を 行う。

設計の内容について疑義がある場合は，発注者に報告し指示を受けるものとする。 

(2) 施工実施方針及び施工計画の作成 

① 総合施工計画の検討，提案 

② 仮設計画の検討，提案 

③ 工事工程の検討，提案及び工程表の作成 

受託者は，設計者が行う設計の内容に応じた施工方法，資材・部材の搬入計画，施工順

序，工事工程表等，工事の実施に当たって必要な計画を記載した施工実施方針及び施工計

画を作成するものとする。 

(3) 技術情報（本プロポーザル時において採用された技術提案及びＶＥ提案）等の提出

受託者は，本プロポーザル時において受託者より提案され，発注者により採用された

技術提案，ＶＥ提案の適用判断及び設計への反映の際に必要となる技術提案に関する 

機能・性能，適用条件等の技術情報，見積り，見積根拠等を提出するものとする。 

(4) 技術提案及び設計補助 

① 主要構造方式・残土処分計画・雨水排水計画・造成計画・施工計画・工程計画 

② 敷地内別途工事との調整方法 

③ その他、あらゆる技術提案、VE 提案の検討、及びそれらに伴う設計補助 

受託者は，本プロポーザル時において採用された技術提案及びＶＥ提案に関わらず， 
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コスト縮減や工期短縮，施工時の制約条件への対応，周辺環境への負荷の低減等に有効な

技術提案と，それらに伴う設計補助を行うものとする。 

④ 設計変更に関わるあらゆる検討及び申請業務における全ての行政折衝、必要書類作成 

⑤ 完成予想パース（CG）作成  外部（4カット）、内部（20カット） 

(5) コスト管理支援 

① 工事費上限額以内に納まる実施設計内容とするための全般的な支援 

② 全体工事費内訳明細書の作成，更新 

③ 発注者及び設計者からの技術提案に対する内訳明細書の作成 

④ 全体工事費管理支援 

受託者は，本プロポーザル時に提出された，概算工事費見積内訳明細書及び採用された

ＶＥ提案内訳明細書に基づき，全体工事費内訳明細書を作成し，設計者が行う設計の内

容に応じた全体工事費内訳明細書の更新を行う。 

受託者は，全体工事費内訳明細書の深度化，更新方法については，設計の進捗に応じて

発注者と協議を行うとともに，発注者の指示に基づき，必要となる内訳明細書作成の根

拠となる資料を提出するものとする。 

受託者は，発注者及び設計者からの提案に対する内訳明細書の作成を行う。当該提案に

対する内訳明細書の作成レベルは，発注者との協議による。 

全体工事費内訳明細書については，２か月ごとの更新を想定しているが，発注者との 協

議により，適切に全体工事費を管理できる期間を設定し，その更新を行うものとする。 

(6) 関係機関との協議資料作成支援 

受託者は，発注者及び設計者が行う関係機関との協議の資料について，施工の視点から

の助言を行う。 

(7) 三者協議会への出席 

受託者は，発注者及び設計者と設計に関する三者協議を行う。協議回数は２回／月程度

とし，発注者が指示する場合は管理技術者及び工事の施工内容，工事費等に精通し， 工法

等について協議，合意ができる者が出席するものとする。 

(8) その他必要となる調査業務等 

(9) 報告書の作成 

受託者は，業務の成果として報告書を作成する。 

(10) 必要に応じ避難・室内環境・日影・風害等，近隣環境予測のためのシミュレーション 

(11) 材料見本による各所材料選定及び確認 

プレゼンテーションパネルの作成等、工事完了まで発注者が各所材料を決定するために

必要 となる資料の作成と提供に関わる全ての業務を含む。 

(12) 発注者の要望に応じた各種データ・資料等の作成と提供 

(13) 各種会議体の記録作成 

(14) 近隣説明補助 

近隣説明用各種必要資料の作成、近隣説明会の開催、近隣説明会開催通知の配布等、近

隣説明において必要となる全ての業務。 
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５ 業務の配置技術者 

配置技術者として技術協力業務責任者（本業務に関し，主として指揮，監督を行う者） お

よび建築・構造・電気設備・機械設備の各担当者を配置すること。プロジェクト責任者 は，三

者協議会に出席するとともに，受託者組織の取りまとめ及び業務の管理を行うこと。 

 
６ 業務の成果物 

業務が完了したときは，次の成果物を提出すること。 

(1) 業務報告書 

(2) 各種技術検証資料 

(3) 技術提案書及びＶＥ提案書 

(4) 提案に関する成果物 

(5) 全体工事費内訳明細書 

(6) その他発注者の指示するもの 

※ 成果物は，電子データとしても提出すること。 

なお，データ形式，提出形状等は監督員と協議すること。ただし，図面データ形式はＰ

ＤＦ形式，ＤＷＧ形式，ＤＸＦ形式、ＳＸＦ（ＳＦＣ）形式の４形式で提出とする。 

 
７ 支払条件 

完了一括払いとする。 


